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第６章 基本的な方針及び目標 

１ 基本的な方針及び目標 

上位・関連計画等を踏まえ、計画の基本的な方針を以下のように設定する。また、基本的な方

針及び地域公共交通の課題を踏まえ、計画の目標を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

～市民のいきいきとした暮らしを支えつづける便利で快適な地域公共交通～ 
 

“私が 暮らしつづけたいまち 朝霞” 

 

 

・買物や通院、通勤、通学など日常生活の移動を支えるための便利で快適な交通ネットワークの形成 

・公共交通空白地区を改善し、市内のネットワークの構築 

・交通結節点等におけるバリアフリー化の推進 

だれもが快適に移動できる地域公共交通体系の実現 

計画目標Ⅰ 

 

 

・公共交通を維持、発展させていくためには、行政だけでの取り組みでは限界があるため、市民や交

通事業者等と一体となって「守り、支え、育てる」持続可能な公共交通の仕組みの構築 

・低炭素社会の実現に資する環境共生型の公共交通ネットワークの構成 

市民・行政・交通事業者等と一体となった持続可能な地域公共交通の実現 

計画目標Ⅱ 

基本的な方針 

②公共交通空白地区への対応 
■自動車がなくても外出しやすくなる支援が求められる 
■バス停や鉄道駅等まで不便なく行き来できるネットワーク形成 

④公共交通の利用環境向上 
■交通結節点の乗り換え環境の向上、バリアフリー化が求められる 
■バス停環境の改善が求められている 
■鉄道に関するダイヤ等のニーズへの対応 

①持続可能な地域公共交通の確保 
■将来に亘って、持続可能な地域の公共交通が求められる 
■人口構造の変化に伴った、弾力的な交通網の形成 

③移動実態やニーズに応じた地域公共交通体系の充実 
■多様な市民ニーズを踏まえた交通体系が求められる 

公
共
交
通
の
課
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２ 目指すべき地域公共交通体系 

計画の基本的な方針及び目標を踏まえ、本市の目指すべき地域公共交通体系を次のように設定

する。既存の交通手段の利便性を維持・向上しながら、新たな交通手段を導入し、各交通手段が

連携して、きめ細やかな運行サービスを提供する地域公共交通体系を構築する。 

 

 

 

 

 

 

図 27 目指すべき地域公共交通体系 


